
事務事業評価カルテ（17年度評価）
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２．事業の評価
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３．今後の事業の方向性

NO

施設利用の拡大及び各施設の維持管理の向上が図れた。

才光寺県民運動公園・久保田県民運動公園・田間グラウンドは，地元町内会に委託をしており，維持管理・運営が図られた。

必要性

妥当性

川木野野球場を除く外の施設については，地元町内会等に維持管理を委託し，利用者の平等な利用
の確保等が図れている。

依然、必要性が高い

どちらとも言えない

現在のやり方(手段）が一般的であり、特に問題はない

川木谷野球場の維持管理（芝刈り・除草剤散布）以外は地元町内会に各グラウンドの維持管理・運営
を委託している。

各施設を利用するにあたり維持管理は重要と考えられる。また，施設を利用することによりスポーツの
発展に繋がり、ひいては，市民の健康づくりに寄与することとなり、医療費の削減にも繋がるものと思わ
れる。

どちらとも言えない

川木谷野球場の維持管理は市で行っており，それ以外は地元町内会に各グラウンドの維持管理・運
営を委託しており特に問題はない。

川木谷野球場と才光寺県民運動公園は小学生から大人まで，各野球大会やソフトボール大会等広く
一般市民の利用されている。

施設等使用に関すること

施設等の維持管理に関すること

体　育　係

具体的な活動内容

基本目標

施策体系

施　　策

事業本来の目的と具体的内容

事業の期間（開始/終了）

根拠法令、条例、規則など

施設利用者

担当係名

17

結城市営体育施設の設置及び管理に関する条例

結城市営体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

体育施設管理事業

明日を拓く豊かな市民文化と人づくり（教育・文化）

個性と創造性豊かな結城文化の創造（スポーツ・レクリエーション）

スポーツ・レクリエーション施設を整備・充実する

各種競技等の施設利用の拡大，スポーツ施設等の維持管理運営の向上を図るとともに，川木谷野球場・才光寺県民運動公園・久保
田県民運動公園・田間グラウンド等の体育施設維持管理。
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事務事業名 担当部局

項　目 説明

担当課名 社会体育課

事業の成果

事業が対象としている人(モノ）

教育委員会

総合
評価

事業の方向性判断

運動施設（野球場等）の維持管理は，現在の方法が望ましいと思われる。また，施設使用後は使用者により毎回グラウンド整備を行ってもらう仕組みになっ
ており，今後も引き続き継続していく。

維持継続②中長期的方向①短期的方向 維持継続

決定
権者
判断

決定内容

所属
長
判断

説
明

指定管理者に委託できるよう，利用状況・維持管理状況を調査・検討しコストの低減等に努める。

説
明

川木谷球場や才光寺多目的運動施設他の施設は年間を通じて野球やソフトボール大会が行われ市民の体力向上とコミュニュケーションの場となってい
る。よって，維持継続とする。

維持継続

概ね目標水準に達している

効率は徐々に高まっている（コストは徐々に下げられている）

公平性

適切性

有効性

効率性

各体育施設は有効に利用されており，管理事業は概ね目標に達成されている。

0

1

2

3

4

5
必要性

妥当性

公平性

適切性

有効性

効率性


